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令和５年度補正予算 中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費 

（中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業） 

 旅費規程 
 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、令和５年度補正予算中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費（中小企

業等に向けた省エネルギー診断拡充事業）において、従事する専門家・準専門家（以下、

「専門家等」という。）が、中小企業等に対して工場・ビル等における管理状況の診断（以

下、「省エネ診断」という。）の実施、省エネ診断結果の報告（以下、「診断報告会」とい

う。）の実施及び一般社団法人環境共創イニシアチブ（以下、「ＳＩＩ」という。）が指定

する研修に参加する際の旅費に関する事項を定める。 

 

（旅費の定義） 

第２条 この規程において、旅費とは、交通費、宿泊費及び日当をいう。 

 

（支援活動の定義） 

第３条 この規程において、支援活動とは、省エネ診断および診断報告会を実施することをい

う。 

 

（出発及び帰着地点の定義） 

第４条 この規程において、出発及び帰着地点は、原則として専門家等の在勤事務所、自宅、ま

たは登録診断機関での所属拠点とする。 

 

（旅費の計算） 

第５条 旅費は、最も合理的な経路及び手段に従って計算する。ただし、天災等やむを得ない理

由により最も合理的な経路及び手段によって移動し難い場合には、その現によった経路及び

手段に従って計算する。 

２ 出発地点から帰着地点までに複数の目的地へ移動する場合、実際の経路及び手段に従っ

て旅費を計算する。 

３ 同じ目的で複数名により移動する場合は、特別な理由を除き、原則として同一の交通手

段、経路、便及び宿泊先とする。 
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（交通費） 

第６条 交通費は、支援活動の遂行およびＳＩＩの指定する研修へ参加するために必要な範囲に

おいて、その実費を原則として支給する。 

２ 支援活動の遂行およびＳＩＩの指定する研修へ参加するために必要な範囲について疑義

が生じた場合は、ＳＩＩがこれを決定する。 

３ 鉄道、航空機及び船舶は、普通旅客運賃を支給する。 

４ 急行（特別急行、新幹線を含む。）料金が伴う路線を移動する場合は、急行料金を支給

する。ただし、移動距離が５０㎞未満の区間については、急行料金を支給しない。 

５ 座席指定料金を伴う移動をするときは、座席指定料金を支給する。 

６ タクシーによる移動は、原則徒歩１５分以上を要する距離において、他の公共交通機関

の整備が無い、または他の公共交通機関の運行外の時間帯に限り使用を可とし実費によ

り支給する。 

７ 無料で交通機関を利用して移動した場合は、交通費は支給しない。 

８ 従事する専門家等に対し所属機関より支払いが行われている通勤区間については、交通

費を支給しない。 

９ 従事する専門家等は、各種交通機関の利用について、割引運賃が利用できる場合はこれ

を優先的に利用することとし、移動経費の削減に努めることとする。 

１０ 自動車を利用する場合の車賃の額は、１㎞につき３７円とする。 

 

（宿泊費） 

第７条 出発地点から帰着地点までの移動距離が２００㎞を超える場合は、宿泊を認める。 

２ 距離のいかんにかかわらず、日帰りできる場合は日帰りとする。 

３ 宿泊費は、出発日から帰着日までの宿泊日数に応じて支給する。 

４ 宿泊費の支給金額は、別表１の金額を上限として実費を支給する。ただし、別表１の金

額内での宿泊が困難である場合には、ＳＩＩと事前に協議の上、上限を超えた宿泊費を

支給することがある。 

５ 夜行バス等を利用して移動した場合は、宿泊費は支給しない。 

６ 上記項目以外で宿泊が必要な場合には、ＳＩＩと事前に協議の上、宿泊を認める場合が

ある。 

 

（日 当） 

第８条 日当は、出発地点から帰着地点までの移動距離が２００㎞を超える場合に、出発日から

帰着日までの日数に応じて支給する。 

２ 日当の支給金額は、別表２の通りとする。 

３ ＳＩＩが指定する研修等については、日当は支給しない。 

４ 移動中の専門家等が、天災、傷病等により、やむを得ず予定された日程を超えて滞在す

ることとなった場合は、原則としてその後の日当は支給しない。 
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（旅費の精算請求手続き） 

第９条 旅費の支給を受けようとする者は、別表３に記載のある証憑書類を保存し、ＳＩＩが別

途定める決まりに基づき旅費台帳を作成のうえ、ＳＩＩに提出しなければならない。その場

合、別表３に記載のある証憑書類、及び乗換案内等の経路明細や経路マップ等で、使用した

工程や金額を確認できる証憑を併せて添付するものとする。 

２ 合理的な経路及び金額でチケット等を購入し、精算の手続きを行うこととする。 

３ 証憑を紛失、かつ、料金の確認ができない場合は、合理的な経路として認められる最低

限の金額を支給することがある。 

４ 急行料金を徴する鉄道を利用した場合は、領収書の代わりに、金額が明記された乗車券

及び特急券またはこれらに準じる証憑をもって、証憑書類として認めることがある。 

５ 天災、傷病等により宿泊及び延泊を余儀なくされた場合、ＳＩＩに報告の上、運休・遅

延・欠航等の交通機関の証憑類を添付し、精算の手続きを行うものとする。 

６ 旅費の支給を受けようとする者が、天災、傷病等やむを得ない理由により予定された工

程を実施できない場合には、運休・遅延・欠航・診断書の提出をもってキャンセルに伴

う費用について支給することがある。 

 

（旅費の不支給） 

第１０条 交通費、宿泊費の全部または一部をＳＩＩが別途支給する場合は、その全部または一

部の金額を支給しない。ただし、日当は支給する。 

２ 交通費、宿泊費の全部または一部の支払いを要しない場合は、その全部または一部の金 

額を支給しない。ただし、日当は支給する。 

３ 私事のために迂路を経由し、または滞留する場合は、その全部または一部の金額を支給 

しない。 

４ 省エネ診断及び診断報告会にて、それぞれ２回以降実施した際の旅費については、原則

として支給を行わない。 
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別表１ 宿泊費上限額 

宿泊費上限額（１泊につき） １０，０００円（税抜） 

 注）食事代、入湯税、電話利用等は認められない。 

 

別表２ 日当額 

支援活動の有無 日当額（１日につき） 

当日支援活動あり ３，０００円（税抜） 

当日支援活動なし １，５００円（税抜） 

 

 別表３ 保存が必要な証憑書類 

種別 領収書 使用済チケット 備考 

鉄道（在来線） ― ― 
グリーン料金等の特別に

付加された料金は不可 

急行（特別急行、新幹線を含む） 〇 ―（※¹） 
グリーン料金等の特別に

付加された料金は不可 

航空機 〇 〇 

国内プレミアムシート、フ

ァーストクラス、ビジネス

クラス等の特別に付加さ

れた料金は不可 

船舶 〇 ― 
１等船室等の特別に付加

された料金は不可 

路線バス ― ―  

高速バス・夜行バス 〇 ―  

タクシー 〇 ― 

理由書及び理由の根拠を

確認できる乗換案内等の

提出が必要 

有料道路（※²） 〇 ―  

駐車場 〇 ―  

宿泊費（宿泊明細書を含む。） 〇 ―  

  注）領収書は、発行者、及び発行日が確認できること。 

※¹領収書の提出ができない場合は、無効印が押印された切符等を提出すること。 

※²ＥＴＣ等で個別に領収書の発行がない場合は、別途支払いの証憑を提出すること。 

 


